
■男女共同参画社会構造調査業務プロポーザルに関する質問の回答 

 

No. 質問項目 質問要旨 回答 

1 実施要領７ 

について 

「同種・類似業務」として認め

られる業務の例を具体的に教え

てください。 

具体例としては、男女共同参

画基本計画策定支援業務、女

性活躍推進に関する実態調査

業務、地域産業における雇

用・人材確保に関する調査業

務、市民意識調査の分析業

務、企業ヒアリングを伴う地

域課題分析業務等が該当しま

す。 

2 仕様書１につ

いて 

業務目的（第 2条）に「『経済

産業ビジョン』と連動したジェ

ンダーギャップ解消施策の基盤

を構築すること」と記載されて

います。「経済産業ビジョン」の

計画期間が 2026 年までとなっ

ていますが、次期ビジョンを現

在策定中でしょうか。現在の策

定状況や本調査との連動を想定

している具体的な政策分野・施

策の方向性があれば、ご教示く

ださい。 

次期経済産業ビジョンについ

ては、現時点において、策定

スケジュールを含め、本調査

との連動を想定している具体

的な政策分野・施策の方向性

など詳細は定まっておりませ

ん。 

 

3 仕様書１につ

いて 

１と２（１）では「真庭市にお

ける」と明記されています。他

の箇所も対象地域は「真庭市

内」という認識で間違いないで

しょうか。 

対象地域は真庭市内のみで

す。 

4 仕様書６(１)

について 

●「令和７年度に実施した市民

意識調査について、傾向及び特

徴を整理すること」と規定され

ています。この市民意識調査

は、第 5次真庭市男女共同参画

基本計画資料編に掲載の「令和

6年度市民意識調査集計結果」

令和７年度市民意識調査は、

令和６年度市民意識調査結果

を踏まえ、第５次男女共同参

画基本計画策定のために実施

したインタビュー形式の調査

です。計画書資料編は令和７

年度意識調査結果の詳細をま



のことでしょうか。調査票や全

ての集計結果（原データを含

む）は受注後に提供いただける

でしょうか。 

●市民意識調査の詳細分析につ

いて 

・編集可能なローデータおよび

集計表等の調査結果は委託者よ

り提供していただけますか。 

・報告書など質問回答時に公開

していただけますか。 

とめたものです。市が保有し

提供可能な資料は受注後に提

供します。 

5 仕様書６(２)

について 

●「商工会等と連携し、製造

業、観光業、林業、医療・福祉

等の主要産業から対象企業を選

定すること」と規定されていま

すが、ヒアリング実施件数（企

業数）の目安が示されていませ

ん。適切な業務量・費用の算定

のため、市として想定している

ヒアリング対象企業数の目安

（例：10 社程度、20 社程度

等）をご教示ください。 

また、ヒアリングは受注者が対

象企業を選定・アポイントを取

ることを想定しているか、市

（商工会を含む）がアポイント

調整を支援する形を想定してい

るかについてもご確認くださ

い。 

●企業ヒアリングについて 

・対象企業は商工会等と連携が

必須でしょうか。また、委託者

が指定する企業は 

ありますか。 

・ヒアリングの目標件数を教え

てください。 

企業ヒアリングの件数につい

て、市として特定の件数を指

定するものではありません。

主要産業ごとの傾向把握及び

課題整理が可能となる件数を

想定しており、具体的な件

数、対象業種、対象企業及び

実施方法は、受注者の企画提

案を踏まえ、契約後に協議の

上決定します。対象企業の選

定に当たり、商工会等との連

携を想定していますが、必須

ではありません。また、現時

点で市が指定する企業はあり

ません。アポイント調整は原

則として受注者において行う

ことを想定していますが、必

要に応じて市が関係団体への

協力依頼等の支援を行いま

す。ヒアリング方法は、対面

を基本としつつ、必要に応じ

てオンライン、電話又は書面

による実施も可能です。 



●必要とされるヒアリングの件

数を教えてください。また、オ

ンライン・電話・書面によるヒ

アリングの可否を教えてくださ

い。 

6 仕様書６(３)

について 

●人口・経済への影響推計 

・想定されているアウトプット

の内容を教えてください。 

・成果物としてイメージされて

いる類似資料がございましたら

ご共有ください。 

●「シナリオ設定のうえ定量的

に推計すること」と規定されて

いますが、推計手法・シナリオ

数等の詳細は指定されていませ

ん。市として期待する推計の水

準・スタイルについてご意見を

お聞かせください。 

●「シナリオ設定」の根拠とな

る基礎資料は、発注者から提供

されるのでしょうか。 

推計手法、シナリオ数及びア

ウトプットの様式について、

市として特定の指定はありま

せん。統計データ、市民意識

調査、企業ヒアリング等を踏

まえ、労働力人口、若者の地

域定着、子育て環境・出生意

向、地域経済等への影響を、

受注者の専門的知見により定

量的・定性的に整理すること

を想定しています。市が保有

し提供可能な資料は受注後に

提供しますが、その他必要な

資料は受注者において収集・

整理してください。特定の類

似資料はありません。 

7 仕様書６(４)

について 

政策提言について 

・こちらの項目について、想定

している内容を教えてくださ

い。 

市民意識調査、企業ヒアリン

グ及び人口・経済への影響推

計等の結果を踏まえ、本市に

おけるジェンダーギャップ解

消に資する具体的な施策の方

向性や取組案を整理し、今後

の政策検討に活用できる形で

提言いただくことを想定して

います。 

8 仕様書７(１)

について 

●「～の実施」「～の作成」とい

う項目は、成果品として理解で

きません。何を指すのか正確に

教えてください。 

●市民・団体などへの意見聴取

について 

成果品そのものではなく、検

討用資料及び報告書作成に必

要な調査業務として位置付け

ています。対象は企業に限ら

ず、福祉法人、関係団体、行

政関係者等も想定しており、



・仕様書５の業務内容に含まれ

ておりませんが、どういった位

置付けで実施する想定でしょう

か。また、こちらのヒアリング

の目的を教えてください。 

●「６．委託業務の具体的な内

容」に含まれていません。業務

内容として発注するということ

であれば、具体的な仕様を教え

てください。業務として実施す

る場合、多くの工数が必要にな

ると考えられます。予定価格は

この工数を含む金額なのか教え

てください。 

具体的な対象、件数及び実施

方法は、受注者の企画提案を

踏まえ、契約後に協議の上決

定します。なお、当該業務に

要する工数は予定価格に含み

ます。 

 

9 仕様書７(２)

及び(３)につ

いて 

●「検討用資料」とは何か、具

体的な用途と仕様を教えてくだ

さい。 

●「検討用資料 ※10 月末まで

に提出」と記載されています。 

この検討用資料の主な目的・使

われ方（例：庁内横断会議への

提示、市長・幹部への報告、特

定の委員会への提示、次年度予

算の検討材料等）をご教示くだ

さい。また、10月末時点で完了

していることを期待する業務の

範囲（例：統計分析のみ・ヒア

リングも含む・影響推計の中間

版等）についてもご確認くださ

い。 

●検討用資料について 

・こちらの資料の作成、活用目

的、想定している内容を教えて

ください。 

庁内横断会議への提示、市

長・幹部への報告、特定の委

員会への提示、次年度予算の

検討材料等です。 

10 仕様書７(６)

について 

（６）で言及されている（１）

は、仕様書７（１）を指すので

ご認識のとおりです。 



しょうか。 

11 仕様書１０に

ついて 

プライバシーマークの認証につ

いて、ISO27001 認証の取得を

同等のものとしてみなしていた

だくことは可能でしょうか。 

同等とみなします。 

 


